
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

新

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

温

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

暖

化

対

策

室

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

建

築

指

導

課

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

の

廃

止

〃

○

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

【

公

告

】

○

都

市

計

画

の

変

更

案

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

岡

山

県

公

報

平成２６年１２月１６日 第１１６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
二
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
環
境
文
化
部
の
部
岡
山
県
太
陽
光
発
電
利
用
高
度
化
促
進
事
業
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
お
か

や
ま
ス
マ
ー
ト
タ
ウ
ン
構
想
パ
イ
ロ
ッ
ト
地
域
推
進
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
公
共
施

災
害
に
強
く
、

市
町
村

防
災
拠
点
等
に
再
生

知
事
が
別
に
定
め
る

設
再
生
可
能
エ

二
酸
化
炭
素
の

（
指
定

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

額
又
は
率

ネ
ル
ギ
ー
等
導

排
出
を
抑
制
し

都
市
を

電
設
備
等
を
導
入
す

入
推
進
事
業
費

た
地
域
づ
く
り

除
く

る
た
め
の
事
業

。
）

補
助
金

の
推
進

及
び
一

部
事
務

組
合

岡
山
県
太
陽
熱

県
内
の
温
室
効

個
人

太
陽
熱
温
水
器
又
は

知
事
が
別
に
定
め
る

＆
断
熱
Ｄ
Ｅ
省

果
ガ
ス
の
排
出

窓
断
熱
用
設
備
の
設

額

エ
ネ
住
宅
促
進

抑
制

置
に
要
す
る
経
費

事
業
補
助
金

岡
山
県
Ｅ
Ｖ
普

給
電
機
能
付
き

個
人
、

購
入
又
は
リ
ー
ス
契

定
額

及
加
速
化
促
進

充
電
器
に
対
応

民
間
事

約
に
よ
り
給
電
機
能

事
業
補
助
金

し
た
電
気
自
動

業
者
、

付
き
充
電
器
に
対
応

車
の
普
及

市
町
村

す
る
電
気
自
動
車
及

等

び
給
電
機
能
付
き
充

電
器
を
併
せ
て
導
入

す
る
事
業

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
三
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

別
表
土
木
部
の
部
建
築
指
導
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

91

95

28

90

27

宅
地
建
物
取
引
業
法
第

条
の
２
第
１
項

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
の
交
付

日
2
8

2
2

2
1

宅
地
建
物
取
引
業
法
第

条
の
３
第
１
項

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
の
有
効
期
間
の
更
新

日
2
9

2
2

21

日
3
0

2
1

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則

昭
和

年
建
設
省
令
第

号
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
の
書
換
え
交
付

（

3
2

1
2

）

第
条
の

第
１
項

1
4

1
3

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
第

条
の

第
１
項

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
の
再
交
付

日
3
1

1
4

1
5

2
1

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
り
わ

２

所
在
地

岡
山
県
高
梁
市
成
羽
町
成
羽
二
三
三
七
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
資
会
社
麻
田
百
貨
店

２

所
在
地

岡
山
県
高
梁
市
成
羽
町
吹
屋
七
一
五
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
二
〇
〇
二
八
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ツ
ク
イ
総
社

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
中
央
五

二

一
〇
二

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ツ
ク
イ

２

所
在
地

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
上
大
岡
西
一
丁
目
六
番
一
号

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
一
七
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
あ
さ
く
ち

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
西
五
五
八

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ン

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
西
五
五
八

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
七
〇
〇
八
七
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ち
あ
い
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
社
団
井
口
会

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
四
〇
一
一
二
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
加
須
山
字
向
山
八
二
七
の
一
四
、
八
二
七
の
一
五
、
字
向
山
松
木
山
八
二
九
の
一
三
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



〔
五
二
二
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
梁
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
た
め
、
当
該
都
市
計
画
の
変

更
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岡
山
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

高
梁
都
市
計
画
道
路

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

高
梁
市
旭
町
の
一
部

三

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
高
梁
市
産
業
経
済
部
ま
ち
づ
く
り
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日
ま
で

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号



〔
五
二
三
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
市
鴨
方
町
深
田
字
柳
七
三
四
番
九
、

六
・
〇
〇

三
九
・
七
四

建
第
二
〇
一
六
号

七
三
四
番
一
四

平
成
二
十
六
年
十
二

月
四
日

平成２６年１２月１６日　岡山県公報　第１１６４５号


